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（大正８年）
旧都市計画法制定
用途地域３種類＋１
住居、商業、工業、未指定地域

１．用途地域の歴史

（昭和２５年）
用途地域４種類へ細分化
住居、商業、準工業、工業

（昭和４４年・４５年）
用途地域８種類へ細分化
住居系３、商業系２、工業系３

（平成４年）
用途地域１２種類へ細分化
住居系７、商業系２、工業系３

明治時代以降の急速な都市化に対し、建築や都市
計画に関する法整備が求められていました。建築基
準法の前身となる法律も同時期に整備されました。

未指定地域（＝分類不能の混在区域）の存在、弱い
土地利用規制など、土地利用上の問題が多く残って
いました。

都市計画法制定高度経済成長期における人口、産
業の都市集中により郊外への無秩序な拡散を招き
ました。

バブル時代の地価高騰の過程で、オフィスビルの住
宅地への進出がおき、住環境の悪化が起こりました。
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市街化を
抑制する区域

市街地として
積極的に整備
する区域

「市街化区域」と「市街化調整区域」
に区分すること

区域区分とは

市街化区域

２．他の都市と比べてみよう

市街化調整区域



用途地域は
指定しない

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域

近隣商業地域
商業地域

準工業地域
工業地域
工業専用地域

市街化区域

（市街地として積極的に整備）

住居系

商業系

工業系

市街化調整区域

（市街化を抑制）



市街化区域（積極的に市街地として整備する区域）
市街化調整区域（市街化を抑制する区域）

平塚市 茅ヶ崎市伊勢原市 藤沢市



平塚市 茅ヶ崎市 横浜市（中区）

住居系（第一種低層住専～準住居地域）
商業系（商業地域＋近隣商業地域）
工業系（工業専用地域＋工業地域＋準工業地域）



●用途制限

●建ぺい率・容積率

☆用途地域はこんな事にも用いられています。

建ぺい率と容積率で建物の大きさはおおむね決まる！？

・用途地域別の騒音規制

住宅ってどこにでも建てれるのかな？
ゲームセンターや病院はどうだろう？

３．平塚市の用途地域の特徴

・用途地域別の看板規制



●建ぺい率 ●容積率

敷地面積に対する、
建築面積の割合

敷地面積に対する、
延べ床面積の割合

建ぺい率が大き
ければ大きい程、
敷地いっぱいに
建物が建つ。

容積率が大きけ
れば大きい程、
建物は高くなる
傾向にある。

５０

８０ 容積率

建ぺい率

防火に関する規制
で囲まれた地域

→防火地域
で囲まれた地域

→準防火地域



平塚の都市計画 ７ページ

建てられる建物の種類が多くなる



平塚の都市計画 ７ページ

住居系

商業系

工業系



最終合併直後

（昭和３６年）

現在

（平成２２年）

住居系（第一種低層住専～準住居地域）
商業系（商業地域＋近隣商業地域）
工業系（工業専用地域＋工業地域＋準工業地域）



平塚の都市計画 ８ページ工場建設可能



最終合併直後

（昭和３６年）

現在

（平成２２年）

住居系（第一種低層住専～準住居地域）
商業系（商業地域＋近隣商業地域）
工業系（工業専用地域＋工業地域＋準工業地域）



住居系

商業系・工業系

５５デシベル以下（昼間）

６０デシベル以下（昼間）

●騒音規制

幹線交通を担う道路
に隣接する地域

７０デシベル以下（昼間）



自然系許可地域 ５㎡以内

●屋外広告物規制

住居系許可地域 １０㎡以内

沿道系許可地域 ３０㎡以内

商業系許可地域 ３０㎡以内

工業系許可地域 ２０㎡以内

住居系

商業系

工業系




